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申込み・相談・問合せ 障害者福祉課（区役所１階）　☎内線２３７７　FAX（３８０２）０８１９　 syouhuku@city.arakawa.tokyo.jp

うつ病とは、どんな病気？ 　気分が憂うつ、何もかもがつまらない等の症状は、うつ病の始
まりかもしれません。
　病気を正しく理解することが、早い回復につながります。

うつ病は身近な病気です
　うつ病はストレスをきっかけとして発症しやすい病気です。ストレス社会
と言われる現代においては、誰もがかかるかもしれない身近な病気になりま
した。10人に１人は、一生に一度かかる可能性があると言われています。

多くは身体症状が先に現れる
　不眠・食欲不振・頭痛・体のだるさ等、うつ病の始まりには多くの人が身体症状を訴えま
す。検査をして異常がないときや、治療しても良くならないときは、その陰にうつ病が隠れ
ているかもしれません。

気づいたら早めに治療を
　医療機関を受診するのは大げさではないか、相談するのは恥ずかしい等とためらうのは、
病気の回復を遅らせてしまいます。できるだけ早めに、専門機関に相談しましょう。

１人で悩まず相談を
　障害者福祉課では、精神科医師による個別相談を実施しています。相談は、無料・予約制です。

　うつ病とは何か、治療方法や、家族や周囲の方
の対応等について、お話します。

会　場 区役所北庁舎１階101会議室
対　象 区内在住・在勤の方、70人（申込順）
講　師 日本医科大学付属病院精神科医・

成重竜一郎氏
費　用 無料
申込方法 電話・ファクス・電子メールで

精神保健福祉講演会
うつ病とは～病気への気づきと対応

日　時 ２月12日㈮午後２時～４時

　区では、民間保険会社と提携して、区民交通傷害保
険事業を実施しています。区民の皆さんが自動車や自
転車等によって交通事故に遭い、けがをされた場合、
入院や通院治療日数に応じて保険金が支払われます。

引　　受
保険会社

�損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京公務開発部営業開発課
（千代田区霞が関３-７-３）☎（３５９３）６５０６

問合せ　区民課区民交通傷害保険窓口　☎内線３７８２
（承認番号SJNK15-12443・承認日：平成28年１月７日）

平成28年度区民交通傷害保険の
� 加入申し込みを受け付けます
保険期間　平成28年４月１日午前０時～平成29年３月31日午後12時
対　　象　区内在住の方（平成28年４月１日時点）
　　　　　※年齢や職業による加入制限はありません
保険料（年額）　平成28年度加入分から保険料が改定になりました。
▶Ａコース…1000円　▶Ｂコース…1700円　▶Ｃコース…2900円
▶ＡＪコース（Ａコース＋自転車賠償責任プラン*）…1300円
▶ＢＪコース（Ｂコース＋自転車賠償責任プラン*）…2000円
▶ＣＪコース（Ｃコース＋自転車賠償責任プラン*）…3200円
保険金額　表１のとおり

�区役所３階区民課、各区民事務所、区内の各金融機関・ゆう
ちょ銀行・郵便局

申込書の
配付場所
申込方法　保険料を添えて、申込書に記載の窓口で

※団体加入は、区民課区民交通傷害保険窓口のみで受け付けます
※�区役所の窓口で申し込む場合は、住所を確認できるもの（健康保険証
等）をお持ちください
※区民事務所では申し込みできません

募集期間　２月１日㈪～３月31日㈭
※金融機関での申し込みは、３月18日㈮まで
※募集期間以外は、加入手続きができません

　この案内は概要の説明です。詳細は、損害保険ジャパン日本興亜株
式会社へお問い合わせください

　区民交通傷害保険に加入する場合に付けられる特約です。
　被保険者が、日本国内で自転車または身体障がい者用車いすの所有・使
用・管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりし
たこと等によって、法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者が
負担する損害賠償金および費用（応急手当、緊急処置、訴訟費用等）の合
計額をお支払いします。※自転車賠償責任プランのみの加入はできません

*自転車賠償責任プラン��

表１　保険金額
等
級 交通事故におけるケガ等の程度 加入コース別保険金額

A B C
１ 死亡または重度障害 150万円 350万円 600万円
２ 180日以上の継続入院治療 34万円 60万円 120万円
３ 90日以上の継続入院治療 23万円 35万円 65万円
４ 60日以上の継続入院治療 15万円 23万円 35万円
５ 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上 9万円 13万円 20万円
６ 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上 7万円 10万円 15万円
７ 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上 4万円 6万円 10万円
８ 治療期間15日以上かつ治療実日数７日以上 2万円 3万円 5万円
９ 治療期間15日未満または治療実日数７日未満 1万円 2万円 3万円
※�ＡＪ、ＢＪ、ＣＪコースは、損害賠償責任を負った場合、被保険者の負担する損害賠償金
等について、上表とは別に1000万円を上限に支払われます

広告内容の問い合わせは各事業所へ広 告

マル経融資
小規模事業者経営改善資金

国（日本政策金融公庫）の融資制度です。

融資限度額
２，０００万

小規模事業者の皆様の事業資金調達をサポート！

担保・保証人不要
信用保証協会の保証も不要

利率 １．1５％
（平成27年１２月９日現在）

審査の結果、ご希望に添えない場合も
あります。また、融資限度額及び返済期
間の取り扱いは、平成２８年３月３１日の
日本政策金融公庫受付分迄となります。

東京商工会議所の経営指導員にご相談ください。

お問合せ・
お申し込みは

営業時間：平日９時～１７時

荒川支部
ＴＥＬ：０３－３８０３－０５３８

荒川区荒川２－１－５
セントラル荒川ビル９階

お気軽にご利用ください！ 窓口専門相談のご案内
確定申告の時期に、税理士の無料相談窓口を開設します。ご相談は無料、秘密厳守です。

相談内容 相談員 相談日 会 場 相談時間

税金・税務相談 税理士
１/２６～３/８の

毎週火曜日
東商荒川支部 １３時～１６時

法律相談 弁護士 第２木曜日(２月は第３木) 東商荒川支部 １３時～１６時

建築物耐震相談 建築士
3/12(土)・3/13(日) 荒川区産業展東商ブース １０時～１６時

平日・要相談 東商荒川支部 要相談

※事前にお電話でご予約のうえご相談ください。（予約制）
※ご相談は、事業に係る内容に限らせていただきます。会員・非会員を問わずご利用いただけます。
何度でもご利用いただけますが、ご相談は１回３０分です。


